
後期 基本計画後期 基本計画を策定しましたを策定しました高梁市総合計画高梁市総合計画
～「挑戦」と「創造」、新た な５年間のスタート～～「挑戦」と「創造」、新た な５年間のスタート～

まちづくりの柱となる５つの基本方針

1 つながりと安心のまち
　心のつながりを大切に支え合い、協働と移住・
　交流を広げる安心のまち
　●切れ目のない子育て支援の充実
　●高齢者の活躍、社会参加の促進
　●若者・女性の定着支援　　●移住・定住、関係人口の拡大

2 学びのまち
　たくましく豊かな心を未来へつなぐ学びのまち
　●主体的・探究的な学びの推進
　●部活動の地域展開の推進
　●多世代が学び合う生涯学習の充実
　●文化財の保存・活用と魅力発信

3 活力あるまち
　地域産業・地域資源を活かした活力あるまち
　●収益性の高い農業の推進、担い手の確保・育成
　●起業・事業承継支援の推進
　●滞在、周遊型観光の推進
　●若者、女性の多様な働き方支援

4 安全なまち
　美しい自然環境と快適な生活基盤が調和した
　安心・安全なまち
　●防災・減災対策の強化
　●脱炭素、循環型社会の推進
　●道路、上下水道、公園等の整備　　●公共交通手段の確保

5 持続可能なまち
　多様な主体との連携の促進による持続可能なまち
　●市民との対話・情報発信の充実
　●産学官民連携による大学生の市内就職促進
　●デジタル化による行政サービス向上
　●公共施設の適正管理、有効活用

　「高梁市総合計画」（令和３～12年度）の後半５年
間（令和８～12年度）の取り組みをまとめた「後期
基本計画」を策定しました。
　本計画は、基本構想に掲げる都市像「健幸都市たか
はし」の実現を目指し、人口減少や少子高齢化の進行、
社会環境の変化などに対応するため、今後５年間のま
ちづくりの方向性を定めたものです。

基本構想

基本計画

実施計画

■基本構想
めざす都市像とそれを達成するための基本方針、行政運営の指針を示
すものです。

■基本計画
基本構想を実現するための具体的な政策・施策を体系的に示すものです。

■実施計画
基本計画で定めた施策体系に基づいて毎年度の主な事業内容を示すも
のです。

基本構想
10 年

基本計画（前期） ５年
第２期総合戦略

基本計画（後期） ５年
第３期総合戦略

実施計画 ３年
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　策定にあたっては、昨年12月号で紹介した有識者
会議をはじめ、市民や各種団体との意見交換会などで
いただいたご意見を参考にしながら、まちづくりの柱
となる５つの基本方針ごとに施策を整理しました。
　市民一人ひとりがしあわせを実感し、安心して暮ら
し続けられるまちを目指して、着実に取組を進めてい
きます。
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